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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】被包装物のための、特に反応性製品のための包装材を提供する。
【解決手段】熱可塑性樹脂を含む少なくとも１つの層を有する多層包装シートであって、
被包装物に向かい合った包装シート側に、少なくとも１種のシリコーンを含むコーティン
グが施されている。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱可塑性樹脂を含む少なくとも１つの層を有する多層包装シートであって、該包装シー
トの被包装物に向かい合った側に、少なくとも１種のシリコーンを含むコーティングが施
されていることを特徴とする前記多層包装シート。
【請求項２】
　少なくとも１種のポリマーの２つの層と、それらの層の間にある金属層とを有し、前記
少なくとも１種のポリマーの２つの層のうちの少なくとも一方が、少なくとも１種の熱可
塑性樹脂を含むことを特徴とする、請求項１に記載の包装シート。
【請求項３】
　金属層が、軽金属からなることを特徴とする、請求項２に記載の包装シート。
【請求項４】
　熱可塑性樹脂が、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリブタジエン、ポリエステル、ポリ
カーボネート、ポリビニルアセテート、熱可塑性ポリアクリルアミド、ポリアクリロニト
リル、ポリメチルペンテン、ポリフェニレンスルフィド、ポリウレタン、スチレンアクリ
ロニトリル、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン、スチレンブタジエンゴム、ポリ
エチレンテレフタレートを含む群から選択されることを特徴とする、請求項１から３まで
のいずれか１項に記載の包装シート。
【請求項５】
　シリコーンが、（メタ）アクリレート基を含むポリシロキサンであることを特徴とする
、請求項１から４までのいずれか１項に記載の包装シート。
【請求項６】
　請求項１から５までのいずれか１項に記載の包装シートを、被包装物の包装のために用
いる使用。
【請求項７】
　被包装物が、溶融接着剤から選択されることを特徴とする、請求項６に記載の使用。
【請求項８】
　被包装物が、反応性の溶融接着剤であることを特徴とする、請求項６又は７に記載の使
用。
【請求項９】
　請求項１から５までのいずれか１項に記載の包装シートを用いて被包装物を包装する方
法。
【請求項１０】
　請求項１から５までのいずれか１項に記載の包装シートのバッグ又はチューブに、所定
量の被包装物を充填し、充填過程を中断し、該包装シートのバッグ又はチューブを一方の
又は両方の端部でのピンチオフによって閉じて溶着することを特徴とする、請求項９に記
載の方法。
【請求項１１】
　請求項１から５までのいずれか１項に記載の包装シートのバッグ又はチューブに、所定
量の被包装物を充填し、その際充填過程は中断せずに、該包装シートのバッグ又はチュー
ブを一方の又は両方の端部でのピンチオフによって閉じ、該被包装物を押しのけて該バッ
グ又はチューブを溶着することを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　包装シートが、超音波の使用によって溶着されることを特徴とする、請求項１０又は１
１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱可塑性樹脂を含む少なくとも１つの層を有する多層包装シートであって、
被包装物に向かい合った包装シート側に、少なくとも１種のシリコーンを含むコーティン
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グが施されている前記多層包装シートと、該多層包装シートの使用と、上述の包装シート
を使用した包装方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被包装物の包装材は、該被包装物の輸送目的のため又はその貯蔵のためであるにせよ、
その重要性は増している。この場合、包装材は、産業用及び日用のあらゆる範囲において
見られる。ここで、被包装物は、消費者に販売するための食料品であってよいが、また基
礎化学製品及び特殊化学薬品であってもよい。この場合に、該包装材は、開封が容易であ
ることが望ましいが、特に被包装物から残分なく取り外せることが望ましい。つまり、被
包装物は、より長期の貯蔵時間後にも、該包装材に貼り付かず、又はそれと結合しないこ
とが望ましい。しかしながら同時に、包装材は、被包装物を、外部からの影響に対して、
例えば電磁線の作用に対して、特に紫外線の作用に対して、又は被包装物の劣化をもたら
しうる空気と湿分の作用に対して保護すべきである。通常の包装材は、複数のシートを基
礎としており、それは、しばしば複数の多層シートである。かかる多層シートは、複合シ
ートとも呼ばれ、例えば特許文献１、特許文献２、特許文献３、特許文献４又は特許文献
５から知られている。
【０００３】
　公知の包装材料にかかわらず、特に包装材料の特性に関して、絶え間ない最適化の要求
と改善の要求が存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＤＥ２１６４４６１
【特許文献２】ＤＥ１９３２８８６
【特許文献３】ＤＥ２４４５２２７
【特許文献４】ＤＥ２０２０１６５５
【特許文献５】ＤＥ２０２０５５００９０７３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、被包装物のための、特に反応性製品のための包装材を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　従って、本発明の第一の対象は、熱可塑性樹脂を含む少なくとも１つの層を有する多層
包装シートであって、被包装物に向かい合った包装シート側に、少なくとも１種のシリコ
ーンを含むコーティングが施されている前記多層包装シートを提供することである。
【０００７】
　驚くべきことに、被包装物に向かい合った包装シート側に、少なくとも１種のシリコー
ンを施すことで、前記包装シートが、特に前記被包装物から残分なく取り外せることが判
明した。
【０００８】
　包装シートは、基本的に、２つの側面を有する、つまり、横から見て、上側面と下側面
とを有する。包装の形態に応じて、両側面の一方は、被包装物と接触する。つまり、両側
面の一方は、被包装物と向かい合っている。本発明の範囲において、被包装物に向かい合
った包装シート側は、少なくとも１種のシリコーンを含むコーティングを有することが必
須である。
【０００９】
　最も簡単な実施形態においては、本発明による包装シートは、熱可塑性樹脂を含む層か
らなり、その層上に前記シートの少なくとも一方の側面に少なくとも１種のシリコーンが
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施されている。好ましくは、本発明による包装シートは、多層シートである。つまり、種
々の材料から構成される複数の層又は薄層からなる複合物（以下、複合シートとも呼ばれ
る）は、一方の側面で少なくとも１種のシリコーンによってコーティングされている。本
発明による複合シートは、一般に、多層のもしくは多薄層のシートであって、少なくとも
１つの層が熱可塑性樹脂を含むシートである。
【００１０】
　本発明によれば、該包装シートは、少なくとも２つの層、つまり熱可塑性樹脂を含む一
層及び少なくとも１種のシリコーンの一層を有する。好ましくは、本発明による包装シー
トは、少なくとも３つの層を、特に４つ以上の層を有する。
【００１１】
　本発明の好ましい一実施形態においては、該包装シートは、少なくとも１種のポリマー
の２つの層と、それらの層の間にある金属層とを有し、その際、前記少なくとも１種のポ
リマーの２つの層の少なくとも一方は、少なくとも１種の熱可塑性樹脂を含む。従って、
前記シートは、少なくとも１つの層が熱可塑性樹脂を含む２つのポリマーシートと、上述
の２つのポリマー層の間に存在する金属層とから構成される３層の基本系である。それか
ら、前記の３層の複合シートは、本発明によれば、被包装物に向かい合った側に少なくと
も１種のシリコーンでコーティングされている。全体として、それにより本発明によれば
、４層を有する複合シートがもたらされる。かかる複合シート及び該シートから製造され
る包装材は、以下の利点
　－　水分拡散に対して密であることと、
　－　１５０℃を上回る高い充填温度に熱的にかつ機械的に耐えることと、
　－　被包装物、例えば溶融接着剤、特にまた反応性溶融接着剤がそこに貼り付かないこ
とと、
　－　被包装物、特に溶融接着剤が、残分なく引き離せることと、
　－　（連続的な）自動化プロセスで充填できることと、
を有する。
【００１２】
　本発明の範囲での熱可塑性樹脂とは、規定の温度範囲で変形できる（熱可塑性）ポリマ
ーを表す。熱可塑性樹脂の１つの利点は、その溶着性である。
【００１３】
　好ましくは、熱可塑性樹脂は、ポリオレフィン、例えばポリエチレン（ＰＥ）及びポリ
プロピレン（ＰＰ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリブタジエン、ポリエステル、ポリカーボ
ネート（ＰＣ）、ポリビニルアセテート、熱可塑性ポリアクリルアミド、ポリアクリルニ
トリル（ＰＡＮ）、ポリメチルペンテン、ポリフェニレンスルフィド、ポリウレタン、ス
チレンアクリロニトリル、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン（ＡＢＳ）、スチレ
ンブタジエンゴム、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を含む群から選択される。好
ましくは、熱可塑性樹脂としては、ポリオレフィン、特にポリエチレン及びポリプロピレ
ン、ポリアミド及びポリエチレンテレフタレートが使用される。
【００１４】
　前記ポリマーの層は、一般に、２μｍ～１ｍｍの、特に４μｍ～５００μｍの、好まし
くは６μｍ～２００μｍの、殊に好ましくは８μｍ～１００μｍの厚さを有する。
【００１５】
　２層より多層の上述の好ましい実施形態の場合に、上述の熱可塑性樹脂は、任意に互い
に組み合わせることができる。少なくとも１種のポリマーの２層と、該層の間にある金属
層とを有する特に好ましい実施形態においては、金属層のそれぞれの側面に、同一もしく
は異なるポリマー層が、特にポリオレフィン、好ましくはポリエチレンもしくはポリプロ
ピレン、ポリアミド及びポリエチレンテレフタレートから構成されるポリマー層が存在し
てよい。
【００１６】
　金属層（金属シートとも呼ばれる）は、特に軽金属、好ましくはアルミニウムからなる
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。つまり、ポリマー層の間に、好ましくはアルミニウムシートが存在する。金属シートは
、一般に、２μｍ～８００μｍの、特に４μｍ～２００μｍの、好ましくは５μｍ～１０
０μｍの、殊に好ましくは６μｍ～５０μｍの層厚を有する。更なる一実施形態において
は、前記金属層は、蒸気相から又は（陰極）スパッタによって施されたアルミニウムから
なる。
【００１７】
　殊に好ましくは、本発明による包装シートは、以下の構造を有する：
　第１の層：シリコーン
　第２の層：ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリアクリ
ルニトリル又はポリアミド
　第３の層：金属層、特にアルミニウム
　第４の層：ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリアクリ
ルニトリル又はポリアミド
その際、前記の第１の層は、被包装物に向かい合っている。
【００１８】
　殊に、第２の層と第４の層が、同じ材料から構成されることが好ましい。
【００１９】
　用途に応じて、包装シートの特別な構造が好ましいことがある。
【００２０】
　その用途のために、非常に僅かな水蒸気透過性が要求される場合に、好ましい実施形態
は、第２の層と第４の層の両方のうちの少なくとも一方のポリマーが、ポリエチレン、ポ
リプロピレン、（非晶質）ポリエチレンテレフタレートから選択されることを特徴とする
。特に好ましくは、第２の層と第４の層の少なくとも一方の厚さは、８～２００μｍであ
る。
【００２１】
　金属層は、この場合に、６～１００μｍの好ましい厚さを有してよい。
【００２２】
　その用途のために、高い熱安定性が必要である場合に、好ましい実施形態は、第２の層
と第４の層の両方のうちの少なくとも一方のポリマーが、ポリエチレンテレフタレート、
ポリアクリルニトリル又はポリアミドから選択されることを特徴とする。特に好ましくは
、第２の層と第４の層の少なくとも一方の厚さは、８～２００μｍである。
【００２３】
　好ましい本発明による多層の包装シートにおいては、個々の層の間に、該個々の層同士
の互いの付着を促す付着媒介剤（Ｈａｆｔｖｅｒｍｉｔｔｌｅｒ）が存在してよい。好ま
しくは、また、両側がポリマーでコーティングされた金属層から構成される好ましい実施
形態においては、個々の層同士は、付着媒介剤を介して結合される。多層の包装シートの
層間の付着媒介剤としては、特に慣用のシート積層のために公知のプライマーが適してお
り、該プライマーは、作業様式と、複合物に要求される特性に相応して選択される。相応
の付着媒介剤の例は、ウレタンを基礎とする重合体及び共重合体、極性基を有するエチレ
ンポリマー又は酢酸ビニルを基礎とする重合体及び共重合体並びにアクリル酸を基礎とす
る重合体及び共重合体である。
【００２４】
　本発明の対象に必須のことは、被包装物に向かい合った側に、少なくとも１種のシリコ
ーンを含むコーティングが存在することである。本発明の範囲におけるシリコーン（以下
、ポリ（オルガノ）ポリシロキサンとも呼ばれる）とは、ケイ素原子が酸素原子を介して
互いに結合されているポリマーを表す。好ましくは、シリコーンは、放射硬化性のポリシ
ロキサンである。かかるポリシロキサンは、当業者には、例えばＤＥ３８２０２９４、Ｅ
Ｐ０９４０４５８、ＥＰ０９４０４２２又はＥＰ１５４４２３２から公知である。特に、
シリコーンは、（メタ）アクリレート基を有するポリシロキサンである。放射硬化性のポ
リシロキサンとは、紫外電磁線又は電子線による照射により架橋しうるあらゆるポリシロ
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【００２５】
　殊に好ましくは、シリコーンとして、ＳｉＯＣ基を介して鎖中に及び鎖端に又は鎖中に
のみ結合された（メタ）アクリル酸エステルを有する基を有する、一般平均式（Ｉ）
【化１】

［式中、
Ｒ１は、１～２０個の炭素原子を有する、直鎖状もしくは分枝鎖状の、飽和の、一不飽和
のもしくは多不飽和のアルキル基、アリール基、アルカリール基もしくはアラルキル基か
ら選択される、同一もしくは異なる基であり、
Ｒ２は、同一もしくは異なる基Ｒ１もしくはＲ３であり、
Ｒ３は、同一もしくは異なる、一（メタ）アクリル化もしくは多（メタ）アクリル化され
たモノアルコキシレートもしくは一（メタ）アクリル化もしくは多（メタ）アクリル化さ
れたポリアルコキシレート、又は一（メタ）アクリル化もしくは多（メタ）アクリル化さ
れたモノアルコキシレートもしくはポリアルコキシレートと任意の別の、直鎖状のもしく
は分枝鎖状の、飽和の、一不飽和のもしくは多不飽和の、芳香族の、脂肪族－芳香族のモ
ノアルコールもしくはポリアルコール、ポリエーテルモノアルコール、ポリエーテルポリ
アルコール、ポリエステルモノアルコール、ポリエステルポリアルコール、アミノアルコ
ール、特にＮ－アルキル－，アリールアミノ－エチレンオキシド－、－プロピレンオキシ
ド－アルコール、Ｎ－アルキル－もしくはアリールアミノアルコキシレート並びにそれら
の混合物の群から選択されるアルコキシレートとの混合物であり、その際、一（メタ）ア
クリル化もしくは多（メタ）アクリル化されたモノアルコキシレートもしくはポリアルコ
キシレートの、任意の別のアルコキシレートに対する比率は、オルガノポリシロキサン中
の少なくとも１つの、一（メタ）アクリル化もしくは多（メタ）アクリル化されたモノア
ルコキシレート基もしくはポリアルコキシレート基が含まれるように選択され、
ａは、０～１０００、好ましくは０～５００、特に０～３００であり、
ｂは、０～５であり、
ｃは、１～２００、好ましくは２～１００、特に３～８０であり、
ｄは、０～１０００、好ましくは０～５００、特に０～３００である］を有するポリシロ
キサンが使用される。
【００２６】
　かかるポリシロキサン及びその製造方法は、ＥＰ１５４４２３２に記載されており、そ
の内容は、明確に本発明の範囲に含まれる。
【００２７】
　好ましくは、ポリシロキサンとしては、式（ＩＩ）
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【化２】

［式中、
Ｒ１及びＲ２は、直鎖状のもしくは分枝鎖状の、飽和の、１～２０個の炭素原子を有する
アルキル基、特にメチル、エチル又はプロピル、殊に好ましくはメチルであり、
Ｒ３は、同一もしくは異なる、一（メタ）アクリル化もしくは多（メタ）アクリル化され
たモノアルコキシレートもしくは一（メタ）アクリル化もしくは多（メタ）アクリル化さ
れたポリアルコキシレートであり、
ａは、０～１００であり、
ｂは、０～５であり、
ｃは、３～２０であり、
ｄは、０～３００である］の化合物が使用される。
【００２８】
　好適なシロキサンの例は、Ｅｖｏｎｉｋ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ ＡＧ社の製品系列ＴＥ
ＧＯ（登録商標）ＲＣの市販製品、特にＴＥＧＯ（登録商標）ＲＣ ９０２、ＴＥＧＯ（
登録商標）ＲＣ ７１１、ＴＥＧＯ（登録商標）ＲＣ ７１５又はＴＥＧＯ（登録商標）Ｒ
Ｃ ３５１である。
【００２９】
　個別に製造した後に始めて互いに混合される種々のポリシロキサンの混合物は、同様に
可能である。
【００３０】
　個々のポリシロキサン又は相応のポリシロキサンの混合物は、任意の混合物で、任意の
多くの別の（メタ）アクリル化されたポリシロキサンと先行技術により混合することがで
きる。また、エポキシを有する紫外線硬化性のシリコーン又はビニルエーテルを有する紫
外線硬化性のシリコーンとの混合物も可能である。
【００３１】
　更に、上述のポリシロキサン又は上述の混合物を、他の助剤及び添加剤と先行技術によ
り混合することができる。ここで、特に、光開始剤、特に２－ヒドロキシ－２－メチル－
フェニル－１－プロパノン、付着媒介剤、付着促進剤、光増感剤、酸化防止剤、酸素捕捉
剤又は有機の（メタ）アクリル基を有するもしくはビニルエーテル基を有する化合物を挙
げることができる。添加剤は、更に、染料、顔料並びに固体の粒状の充填剤である。
【００３２】
　上述のシリコーンを有するコーティングの厚さは、一般に、０．１ｇ／ｍ2～４ｇ／ｍ2

、好ましくは０．２～２ｇ／ｍ2、殊に好ましくは０．３～１ｇ／ｍ2である。
【００３３】
　上述のシリコーン、特にポリシロキサンは、当業者に公知のあらゆる様式に従って、特
にローラコーティング、ドクターブレードによるコーティング、オフセット印刷、グラビ
ア印刷、吹き付けコーティングによって施すことができる。前記コーティングに先立ち、
基材の前処理が、例えばコロナ放電による処理又はプラズマによる処理が行われてよい。
【００３４】
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　本発明による包装シート、特に好ましい実施形態は、高い安定性とシール性（Ｄｉｃｈ
ｔｉｇｋｅｉｔ）の点で優れている。従って、本発明の更なる対象は、本発明による包装
シートを、被包装物の包装のために用いる使用である。被包装物としては、一般に、日常
用の又は産業用のあらゆる製品が適している。産業用の製品のための例は、化学薬品、特
に、相応のシート包装材に充填されるべきあらゆる化学薬品である。被包装物の特に好ま
しい一つの種類は、あらゆる化学組成の溶融接着剤である。
【００３５】
　溶融接着剤は、溶剤不含の接着剤であって、熱中でかつ液体状態で材料表面を良好に濡
らすことができ、かつ前記表面に冷却及び固化後に固着する接着剤である。該接着剤は、
一般に、接着性（ａｄｈａｅｓｉｖｅ）の、凝集性（ｋｏｈａｅｓｉｖｅ）の、及び付加
性（ａｄｄｉｔｉｖｅ）の成分を形成する物質の混合物からなる。製造に際して、それら
の成分は、一緒に溶融され、引き続き充填される。その充填に際して、いわゆる付着溶融
接着剤、すなわち持続接着性を有する、従って室温でもまだ接着性である溶融接着剤は特
定の問題を引き起こす。本発明による包装シートは、実質的にあらゆる種類の溶融接着剤
組成物の包装材のために適している。前記包装シートは、重大な取り扱い問題を伴う溶融
接着剤にとっては、例えば既に上述の、室温でもまだ接着性の付着溶融接着剤にとっては
特に好ましい。
【００３６】
　例えば、本発明による包装シートは、合成樹脂、ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン
、ポリウレタン、アクリル、ビニルアセテート、エチレンビニルアセテート及びポリビニ
ルアルコールのポリマー及びコポリマーから製造されている溶融接着剤の包装のために使
用できる。
【００３７】
　特定の例は、非反応性の又は反応性の溶融接着剤であって、以下の成分：
　１）弾性ポリマー、例えばブロックコポリマー、例えばスチレン－ブタジエン、スチレ
ン－ブタジエン－スチレン、スチレン－イソプレン－スチレン、スチレン－エチレン－ブ
チレン－スチレン、スチレン－エチレン－プロピレン－スチレン；
　２）エチレン－ビニルアセテートポリマー、別のエチレンエステル及びコポリマー、例
えばエチレン－メタクリレート、エチレン－ｎ－ブチルアクリレート及びエチレン－アク
リル酸；
　３）ポリオレフィン、例えばポリエチレン及びポリプロピレン並びにコポリマーもしく
はターポリマー、特にエチレン、プロピレン及びブタンからなるコポリマーもしくはター
ポリマー；
　４）ポリビニルアセテート及びそれとのコポリマー；
　５）ポリアクリレート；
　６）ポリアミド；
　７）ポリエステル；
　８）ポリビニルアルコール及びそれとのコポリマー；
　９）ポリウレタン；
　１０）ポリスチレン；
　１１）ポリエポキシド；
　１２）ビニルモノマーのコポリマー及びポリアルキレンオキシドポリマー；
　１３）樹脂を含有するアルデヒド、例えばフェノール－アルデヒド、ウレア－アルデヒ
ド、メラミン－アルデヒドなど；
　１４）シラン変性ポリマー、特にシラン変性ポリオレフィン又はポリエーテル；
から製造されている接着剤を含む。
【００３８】
　更に、接着性の強化のための成分、希釈剤、安定剤、酸化防止剤、着色剤及び充填剤が
含まれていてよい。接着性の向上のための成分としては、例えば、
　１）天然の及び変性された樹脂、
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　２）ポリテルペン型樹脂、
　３）フェノール変性された炭化水素樹脂、
　４）脂肪族の及び芳香族の炭化水素樹脂、
　５）フタレートエステル、及び
　６）水素化された炭化水素、水素化された樹脂及び水素化された樹脂エステル
が挙げられる。
【００３９】
　希釈剤としては、例えば、液状のポリブテンもしくはポリプロピレン、石油ロウ、例え
ばパラフィン及び微結晶性ロウ、半液状ポリエチレン、水素化された獣脂、魚脂及び植物
脂、鉱油及び合成ロウ並びに炭化水素油が挙げられる。
【００４０】
　他の添加剤のための例は、文献に見られる。
【００４１】
　特に、被包装物は、反応性製品から選択され、それは好ましくは反応性溶融接着剤であ
る。本発明の範囲において反応性溶融接着剤とは、付加的に施与後に基材表面と、例えば
空気湿分の作用によって反応しうる溶融接着剤である。かかる接着剤は、特に良質な接着
結合に適している。前記接着剤は、非常に良好な接着特性と、優れた強度の点で優れてい
る。前記接着剤は、溶融物で塗布され、そして冷却後に空気湿分と反応して、高分子のも
う溶融しえない化合物となる。高い最終強度は、遊離の反応性基と表面湿分との化学反応
並びに基材表面の相応の化学基との化学反応によって達成される。その他に、前記接着剤
は、高い耐化学薬品性、例えば印刷インキ油に対する耐化学薬品性の点で、並びに高い温
度耐久性及び劣化耐久性の点で優れている。ユーザー側では、反応性の、特に湿分架橋性
の溶融接着剤が溶融され、そして一般に非常に細いノズルを通じて接着すべき基材上に吹
き付けられる。既に湿分で硬化された接着剤粒子によるノズルの閉塞は、その際に絶対に
回避すべきである。それというのも、それは装置の停止状態に導くものだからである。従
って、これらの接着剤は、製造元によって、ほぼ絶対的に湿分密な包装材であって、湿分
、例えば空気湿分の外部からの侵入なく高い貯蔵安定性を可能にする包装材中に準備せね
ばならない。
【００４２】
　上述の湿分架橋性の溶融接着剤の包装のためには、本発明による包装シートが特に適し
ている。少なくとも１種のポリマーの２つの層と、それらの層間にある金属層とを有する
特に好ましい実施形態の特定の包装シートであって、湿分架橋性の溶融接着剤に向かい合
った側に少なくとも１種のシリコーンでコーティングされている前記包装シートは、特に
好ましくは上述の本発明による用途のために適している。好ましい包装シートは、水分拡
散に対して密であり、また１５０℃を上回る高い充填温度でも熱的かつ機械的に安定であ
り、その溶融接着剤は該シート上に接着せず、かつ該接着剤は、残分なく包装シートから
引き離すことができる。更に、上述の包装シートは、（連続的な）自動化プロセスでの充
填のためにも適している。
【００４３】
　本発明による包装シートは、特に非晶質のポリα－オレフィンを基礎とする溶融接着剤
の包装のために使用される。
【００４４】
　特に、該ポリα－オレフィンは、最大２５質量％の、好ましくは１～２２質量％の、特
に好ましくは２～２０質量％の、殊に好ましくは３～１８質量％のエテン、最大９５質量
％の、好ましくは１～８５質量％の、特に好ましくは５～７８質量％の、殊に好ましくは
１０～７５質量％のプロペン、及び／又は５～１００質量％の、好ましくは７～９８質量
％の、特に好ましくは１０～９５質量％の、殊に好ましくは１２～９０質量％の４～１０
個の炭素原子を有するオレフィンからのホモポリマー、コポリマーもしくはターポリマー
である。特に好ましくは、本発明によるポリオレフィンは、ポリ（１－ブテン）、ポリ（
プロピレン）、ポリ（プロピレン－コ－エチレン）、ポリ（プロピレン－コ－１－ブテン
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）、ポリ（エチレン－コ－１－ブテン）及びポリ（エチレン－コ－プロピレン－コ－１－
ブテン）から選択される。更に好ましくは、該ポリオレフィンは、部分晶質であり、従っ
て特に部分晶質のポリα－オレフィンである。
【００４５】
　部分晶質ポリオレフィンは、それらが、示差熱量測定（ＤＳＣ）における第一昇温及び
／又は第二昇温に際して好ましくは少なくとも１つの溶融ピークと、純粋アイソタクチッ
クポリプロピレンについて理論的に計算した値（Ｊ．Ｂｉｃｅｒａｎｏ；Ｊ．Ｍ．Ｓ．；
Ｒｅｖ．Ｍａｃｒｏｍｏｌ．Ｃｈｅｍ．Ｐｈｙｓ．；Ｃ３８（１９９８）；３９１ｆｆ）
の５０％以下、好ましくは４０％以下、特に好ましくは３０％以下、殊に好ましくは２５
％以下にある特徴的な溶融エンタルピーとを有する点で優れている。
【００４６】
　４～１０個の炭素原子を有するオレフィンは、特定の一実施形態においては、１－ブテ
ン、１－ペンテン、１－ヘキセン、１－オクテン、１－デセン、３－メチル－１－ブテン
、３－メチル－１－ヘキセン、３－メチル－１－ヘプテン、４－メチル－１－ペンテン及
び／又は６－メチル－１－ヘプテンを含む群から選択されてよい。好ましくは、４～１０
個の炭素原子を有するα－オレフィンは、１－ブテン、１－ヘキセン及び／又は１－オク
テンを含む群から選択される。
【００４７】
　コポリマーもしくはターポリマーの製造は、上述のモノマーの上述の量での重合によっ
て行われる。
【００４８】
　ポリα－オレフィンは、例えばプロピレンを、エチレン及び／又は１－ブテン及び／又
は４～１０個の炭素原子を有する他のα－オレフィンと一緒にＴｉＣｌ3・（ＡｌＣｌ3）

n混合触媒（ｎ＝０．２～０．５）を用いた重合によって得られ、その際、トリアルキル
アルミニウム化合物が助触媒として使用される。モノマーのエテンは、気体状で使用され
、一方で、モノマーのプロペン及び１－ブテンは、気体状でも、液状でも使用することが
できる。分子量調節剤としては、例えば気体状の水素が使用できる。その重合は、好まし
くは不活性溶剤であって、例えば脂肪族炭化水素の群から選択される溶剤中で行われる。
装入されたモノマー中での重合も同様に可能である。反応温度は、３０～２００℃である
。重合物は、先行技術に相応して、例えば日光照射、空気湿分及び酸素の有害な影響から
保護するために、その反応溶液の形で又は後の時点で化学的に安定化させることができる
。その際、例えば、ヒンダードアミン（ＨＡＬＳ安定化剤）、ヒンダードフェノール、ホ
スフィット及び／又は芳香族アミンを含有する安定化剤を、特にペンタエリトリットのエ
ステル、例えばテトラキス（メチレン－３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシヒドロ
シンナメート）メタン及び／又は２，４，８，１０－テトラオキサ－３，９－ジホスファ
スピロ－３，９－ビスオクタデシルオキシ［５．５］ウンデカンを使用することができる
。特に好ましくは、１つだけの加水分解に活性な末端基を含むかかる安定化剤のみが使用
される。安定化剤の作用量は、その際、ポリマーに対して、０．１～２質量％の範囲にあ
る。
【００４９】
　上述のコポリマーもしくはターポリマーは、好ましくは、反応性の、特に湿分架橋性の
溶融接着剤を得るために変性されている。前記変性のために、上述のコポリマーもしくは
ターポリマーに対して、１もしくは複数の官能基を有するモノマーがグラフト化されてい
る。グラフト化すべきモノマーは、その際、好ましくはオレフィン性二重結合を有する。
特に、１もしくは複数の官能基を有するモノマーは、カルボン酸及び／又はカルボン酸誘
導体（例えば無水マレイン酸、マレイン酸、イタコン酸、無水イタコン酸、無水クエン酸
、アクリル酸、メタクリル酸）、アクリレート（例えばヒドロキシメチルアクリレート、
ヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキシプロピルアクリレート、メチルメタクリレー
ト、エチルメタクリレート、ブチルメタクリレート、グリシジルメタクリレートなど）、
ビニルシラン（例えばビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニル－
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トリス（２－メトキシ－エトキシ）シラン、３－メタクリルオキシプロピルトリメトキシ
シラン、３－メタクリルオキシプロピルトリエトキシシラン、ビニルジメチルエトキシシ
ラン及び／又はビニルメチルジブトキシシラン、特にビニルトリメトキシシラン）、ビニ
ル芳香族化合物（例えばスチレン、α－メチルスチレン、ジビニルベンゼン、アミノスチ
レン、スチレンスルホン酸など）、環状イミドエステルもしくはそのビニル化合物（例え
ばイソペンテニル－２－オキサゾリン、リシノールオキサゾリンマレイネートなど）、ビ
ニルイミダゾリン（例えば１－ビニルイミダゾール）、ビニルピロリドン（例えばＮ－ビ
ニルピロリドン）及び／又は脂環式のビニル化合物（例えば４－ビニル－１－シクロヘキ
セン、ビニルシクロヘキサン、ビニルシクロペンタンなど）の群から選択される。
【００５０】
　変性されたポリマーは、部分的に、変性に使用されるベースポリマーの特性に、部分的
に、使用されるグラフト化モノマーに、部分的に、変性に使用される方法に、もしくは組
み合わせに起因する特定の特性を有する。
【００５１】
　殊に好ましくは、変性に使用されるモノマーは、１もしくは複数のシランであり、特に
該シランは、コポリマーもしくはターポリマーにグラフト化されている。シラン変性され
たポリα－オレフィンは、湿分架橋性の溶融接着剤のクラスの好ましい代表物である。
【００５２】
　グラフト化されるべきシランは、好ましくはオレフィン性二重結合と、１～３個の直接
ケイ素原子と結合されたアルコキシ基とを有する。特に、１もしくは複数のシランは、ビ
ニルトリメトキシシラン（ＶＴＭＯ）、ビニルトリエトキシシラン、ビニル－トリス（２
－メトキシ－エトキシ）シラン、３－メタクリルオキシプロピルトリメトキシシラン（Ｍ
ＥＭＯ；Ｈ2Ｃ＝Ｃ（ＣＨ3）ＣＯＯ（ＣＨ2）3－Ｓｉ（ＯＣＨ3）3）、３－メタクリルオ
キシプロピルトリエトキシシラン、ビニルジメチルメトキシシラン及び／又はビニルメチ
ルジブトキシシランを含む群から選択される。殊に好ましくは、前記シランは、ビニルト
リメトキシシランである。
【００５３】
　１もしくは複数のシランは、前記ベースポリマー上に、あらゆる従来技術の方法に従っ
て、例えば溶液中でもしくは好ましくは溶融物中でグラフト化させることができ、その際
、ラジカル供与体は、十分な量で使用される。好適な作業様式は、ＤＥ－ＯＳ４０００６
９５で参照でき、それは、参照を以て開示されたものとする。例えば、以下のラジカル供
与体：ジアシルペルオキシド、例えばジラウリルペルオキシド又はジデカノイルペルオキ
シド、アルキルペルエステル、例えばｔ－ブチルペルオキシ－２－エチルヘキサノエート
、ペルケタール、例えば１，１－ジ（ｔ－ブチルペルオキシ）－３，３，５－トリメチル
シクロヘキサン又は１，１－ジ（ｔ－ブチルペルオキシ）シクロヘキサン、ジアルキルペ
ルオキシド、例えばｔ－ブチルクミルペルオキシド、ジ（ｔ－ブチル）ペルオキシド又は
ジクミルペルオキシド、Ｃラジカル供与体、例えば３，４－ジメチル－３，４－ジフェニ
ルヘキサン又は２，３－ジメチル－２，３－ジフェニルブタン並びにアゾ化合物、例えば
アゾビスイソブチロニトリル、２，２′－アゾ－ジ（２－アセトキシプロパン）などを使
用することができる。
【００５４】
　特定の一実施形態においては、それは溶液法であり、その際、脂肪族の及び／又は芳香
族の炭化水素並びに環状エーテルを溶剤として使用することができる。特に好ましくは、
溶剤としては、少なくとも１種の芳香族の炭化水素が使用される。好適な芳香族の炭化水
素は、特にトリクロロベンゼン、ジクロロベンゼン、トルエン及びキシレンであり、特に
好ましくはキシレンが使用される。特に好ましい脂肪族の炭化水素は、例えばプロパン、
ｎ－ブタン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン及びオクタンである。特に好ましい環
状エーテルは、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）である。
【００５５】
　エーテル、特に環状エーテルが溶剤として使用される場合に、使用される開始剤並びに
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プロセスパラメータ（例えば温度、圧力、滞留時間など）は、使用されるエーテルの爆発
性ペルオキシドの形成を阻止しもしくは制御するために特に入念に選択せねばならない。
特に、特定の抑制剤（例えばＩＯＮＯＬ）の追加の使用が検討されうる。
【００５６】
　溶液中でのグラフト化法の場合には、使用されるベースポリマーの濃度は、少なくとも
１０質量％、好ましくは少なくとも１５質量％、特に好ましくは少なくとも２０質量％、
殊に好ましくは少なくとも２２．５質量％である。溶液中でのグラフト化法の反応温度は
、３０～２００℃、好ましくは４０～１９０℃、特に好ましくは５０～１８０℃、殊に好
ましくは５５～１４０℃である。溶液グラフト化は、断続的にもしくは連続的にいずれか
で行われる。断続的な反応操作の場合には、まず、固体のポリマー（例えば粒状物、粉末
などとして）が使用される溶剤中に溶解される。それに代えて、直接的に、ベースポリマ
ーの製造方法からのコンディショニングされた重合溶液を使用し、反応温度にもたらす。
それに引き続き、１種もしくは複数種のモノマー及び１種もしくは複数種のラジカル開始
剤の添加が行われる。特に好ましい一実施形態においては、溶剤、１種もしくは複数種の
ベースポリマー及び１種もしくは複数種のモノマーを装入し、そして反応温度にもたらし
、一方で、１種もしくは複数種のラジカル開始剤を規定の時間にわたって連続的に計量供
給する。それは、固定のラジカル濃度が低いため、グラフト化反応と鎖分解との比率が特
に適切な結果となる（すなわち、グラフト化反応が多くて、鎖分解が少ない）という利点
を有する。更に特に好ましい一実施形態においては、溶剤及び１種もしくは複数種のベー
スポリマーを装入し、そして反応温度にもたらし、一方で、１種もしくは複数種のモノマ
ー及びラジカル開始剤を一緒にもしくは互いに別個に規定の時間にわたって連続的に計量
供給する。それは、固定のラジカル濃度もモノマー濃度も反応位置では低く、鎖分解もホ
モポリマーの形成も制限するという利点を有する。それは、特に反応温度において熱によ
り開始される（同時）重合の傾向が大きいモノマーを使用する場合には重要である。殊に
好ましくは、種々の規定の計量供給時間に引き続き、反応溶液中の残留モノマー含量を最
小限にするために更なる量の１種もしくは複数種のラジカル開始剤を計量供給する。反応
器としては、好ましくは撹拌槽が使用され、代替的な反応容器、例えば断続的な混練反応
器の使用も同様に可能であり、その使用は、特に低い反応温度及び／又は高いポリマー濃
度の場合に好ましい。
【００５７】
　連続的な反応操作の場合に、まず、１もしくは複数の受容器（例えば撹拌槽）において
固形のポリマーを少なくとも１種の溶剤中に溶解し、引き続き連続的に１もしくは複数の
反応容器に供給する。選択的な同様に特に好ましい一実施形態においては、直接的に、ベ
ースポリマーの製造方法からのコンディショニングされたポリマー溶液が使用される。更
なる同様に特に好ましい一実施形態においては、固体ポリマー（例えば粉末形、粒状物形
、ペレット形などの）は、少なくとも１種の溶剤と一緒に連続的に（一軸もしくは多軸の
）スクリュー装置又は連続ニーダー（Ｋｏｎｔｉｋｎｅｔｅｒ）に供給され、温度及び／
又は剪断の作用下に溶解され、そして引き続き連続的に１もしくは複数の反応容器に供給
される。溶液中での連続的なグラフト化反応の実施のための反応容器もしくは反応器とし
ては、連続的な撹拌槽、撹拌槽カスケード、流動管（Ｓｔｒｏｅｍｕｎｇｓｒｏｈｒ）、
強制搬送部（Ｚｗａｎｇｓｆｏｅｒｄｅｒｕｎｇ）（例えばスクリュー装置）を有する流
動管、反応ニーダー（Ｒｅａｋｔｉｏｎｓｋｎｅｔｅｒ）並びにそれらの任意の組み合わ
せが該当する。強制搬送部を有する流動管が使用される場合には、それは、好ましくは押
出機であり、一軸の、二軸の、また多軸の押出機のいずれを使用してもよい。特に好まし
くは、多軸押出機が使用される。本発明による変性されたポリマーの溶液中での連続的な
製造のためには、流動管と、強制搬送部を有する流動管と、連続的な撹拌槽とからなる反
応器組み合わせを使用することが特に好ましく、好ましくは、強制搬送部を有する流動管
か、又は連続的な撹拌槽のいずれかにおいて、残留モノマー及び揮発性の副生成物／分解
生成物の除去も行われる。
【００５８】
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　択一的に、少なくとも１種のラジカル開始剤が直接的に溶融物中に計量供給される溶融
物法が好ましい。特に、この変法では、ポリマー材料の温度は、少なくとも１種のラジカ
ル開始剤の計量供給の時点で、計量供給されるラジカル開始剤の少なくとも１種のＳＡＤ
Ｔ（自己促進分解温度＝それより高くで自己促進分解が開始しうる温度）よりも高い。溶
融物中のグラフト化プロセスの反応温度は、１６０～２５０℃、好ましくは１６５～２４
０℃、特に好ましくは１６８～２３５℃、殊に好ましくは１７０～２３０℃である。
【００５９】
　溶融物グラフト化は、断続的にもしくは連続的にいずれかで行われる。断続的な反応操
作の場合には、固体のポリマー（例えば粒状物、粉末、ペレットなどとして）は、まず溶
融され、場合により均質化される。択一的に、直接的に、重合プロセスからのコンディシ
ョニングされたポリマー溶融物が使用され、そして反応温度にもたらされる。引き続き、
１もしくは複数のモノマーと１もしくは複数のラジカル開始剤が添加される。
【００６０】
　特定の一実施形態においては、１種もしくは複数種のモノマー及びポリマー溶融物を均
質に混和し、そして反応温度にもたらし、一方で、１種もしくは複数種のラジカル開始剤
を規定の時間にわたって連続的に計量供給する。それは、固定のラジカル濃度が低いため
、グラフト反応と鎖分解との比率が特に適切な結果となる（すなわち、グラフト化反応が
多くて、鎖分解が少ない）という利点を有する。更なる特に好ましい一実施形態において
は、ポリマー溶融物が装入され、そして均質化され、一方で、１もしくは複数のモノマー
及びラジカル開始剤は、一緒にもしくは個別に、規定の時間にわたって連続的に計量供給
される。それは、固定のラジカル濃度もモノマー濃度も反応位置では低く留まり、鎖分解
もホモポリマーの形成も制限するという利点を有する。そのことは、その場合の反応温度
において熱的な（同時）重合の傾向があるモノマーを使用する場合には特に重要である。
反応器としては、好ましくは、壁まで達する撹拌装置を有する撹拌槽又は反応ニーダーが
使用される。
【００６１】
　連続的な反応操作の場合に、まず、１もしくは複数の受容器（例えば撹拌槽）において
固形のポリマーを溶融させ、引き続き連続的に１もしくは複数の反応容器に供給する。選
択的な同様に特に好ましい一実施形態においては、直接的に、重合プロセスからのコンデ
ィショニングされたポリマー溶融物が使用される。更なる同様に特に好ましい一実施形態
においては、固体ポリマー（例えば粉末形、粒状物形、ペレット形などの）は、連続的に
（一軸もしくは多軸の）スクリュー装置又は連続ニーダーに供給され、温度及び／又は剪
断の作用下に溶融され、そして引き続き連続的に１もしくは複数の反応容器に供給される
。溶融物中での連続的なグラフト化反応の実施のための反応容器もしくは反応器としては
、連続的な撹拌槽、撹拌槽カスケード、流動管、強制搬送部（例えばスクリュー装置）を
有する流動管、反応ニーダー並びにそれらの任意の組み合わせが該当する。強制搬送部を
有する流動管が使用される場合には、それは、好ましくは押出機であり、一軸の、二軸の
、また多軸の押出機のいずれかが使用される。特に好ましくは、多軸押出機が使用される
。本発明による変性されたポリマーの溶融物中での連続的な製造のためには、流動管と、
強制搬送部を有する流動管と、連続的な撹拌槽とからなる反応器組み合わせを使用するこ
とが特に好ましく、好ましくは、強制搬送部を有する流動管か、又は連続的な撹拌槽のい
ずれかにおいて、残留モノマー及び揮発性の副生成物／分解生成物の除去も行われる。本
発明により使用されるポリオレフィンは、（未反応の残留モノマーの完全な分離の後に）
、ＸＦＡ分光法（Ｘ線蛍光分光法）によって測定されたケイ素含量、少なくとも０．３質
量％、好ましくは少なくとも０．３５質量％、特に好ましくは少なくとも０．４質量％、
殊に好ましくは０．４５～２質量％を有し、その際、他の特に好ましい範囲は、０．５～
０．７５質量％、０．７～０．９５質量％、０．８～１．２５質量％、１．１～２質量％
である。
【００６２】
　更に、ポリオール、例えばポリエステル及びイソシアネートからなる混合物を基礎とす
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る反応性の溶融接着剤も適している。相応の溶融接着剤は、当業者に、例えばＤＥ２４０
１３２０、ＥＰ０１０７０９７、ＥＰ０１２５００９、ＥＰ０３４０９０６、ＤＥ３８２
７２２４又はＷＯ９９／２８３６３から公知である。
【００６３】
　同様に、本発明の対象は、本発明による包装シートによる被包装物の包装方法である。
好ましくは、本発明による方法においては、本発明による包装シートのバッグ（Ｂｅｕｔ
ｅｌ）又はチューブ（Ｓｃｈｌａｕｃｈ）を、規定量の被包装物で充填し、充填過程を中
断し、包装シートのバッグ又はチューブを、一方の端部又は両方の端部でのピンチオフ（
Ａｂｑｕｅｔｓｃｈｅｎ）より閉じて溶着する。本発明による方法では、当業者にとって
は、シリコーンでのコーティングにもかかわらず、密な溶着に成功することは驚くべきこ
とである。当業者は、通常シリコーンにある離型剤としての作用は溶着を妨げるかもしく
は不可能にさせると予想するものである。驚くべきことに、この効果は生じずに、シリコ
ーンでコーティングされた本発明による包装シートは、シール性の問題を生ずることなく
簡単に溶着もできることが判明した。
【００６４】
　更なる好ましい一実施形態においては、本発明による方法においては、本発明による包
装シートのバッグ又はチューブを、規定量の被包装物で充填し、充填過程をその際に中断
せず、包装シートのバッグ又はチューブを、一方の端部又は両方の端部でのピンチオフに
より閉じ、被包装物を押しのけて該バッグ又はチューブを溶着する。
【００６５】
　本発明による方法においては、被包装物、特に溶融接着剤、殊に好ましくは湿分架橋性
の溶融接着剤を、本発明による包装シートのバッグ又はチューブに導入する。
【００６６】
　本発明による包装シートのチューブは、１つのローラから該包装シートをほどき、該包
装シートの両方の長辺を重ね合わせ、引き続き該両方の長辺を、好ましくは超音波溶着に
よって接合させることによって得られる。超音波溶着では、一般に、結合されるべき表面
だけが加熱される。該シートの全厚さは加熱されない。
【００６７】
　接合法としては、商慣習の方法においては、熱溶着、同時に加圧しつつの熱溶着又は接
着が該当する。熱溶着では、溶着継ぎ目は、継ぎ目領域に熱風を加えることによって、長
辺の重なった領域に形成される。圧力下での熱溶着の場合には、付加的に、例えば相互押
圧するジョー（Ｂａｃｋｅ）又はピンサー（Ｚａｎｇｅ）を介して前記材料は互いに加圧
される。上述の接合法では、複合シートは、不十分にのみ溶着できるに過ぎない。
【００６８】
　好ましくは、溶融接着剤の場合には、これらは、液体形で、つまり、溶融接着剤の融点
より高い温度で導入される。従って、通常の充填温度は、１３０℃を上回る範囲、特に１
５０～１６０℃である。
【００６９】
　１つのローラから該包装シートをほどき、該包装シートの両方の長辺を重ね合わせ、引
き続き該両方の長辺を接合させることによって得られたチューブは、連続的にもしくは断
続的に充填できる。
【００７０】
　それに加え、該チューブを形成させ、横方向溶着をすることで、一方の側で開いたバッ
グが生ずる。充填管を通じて、当業者に公知のようにして液状の溶融接着剤が充填される
。
【００７１】
　所望の充填度が達成されたら、充填過程を中断し、その包装シートのバッグ又はチュー
ブを一方又は両方の端部でのピンチオフによって閉じて溶着させる。
【００７２】
　前記ピンチオフは、当業者に公知のあらゆる様式で行われ、例えば２つの平行で向かい
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合った、その間をチューブが通過する、互いの間隔が可変のローラによって行うことがで
きる。更なる一実施形態においては、ピンチオフは、２つの互いに平行な、対向押圧する
ジョーによって行われる。これらのジョーには、部分的に、凸部及び凹部が設けられてい
てよい。好ましくは、ピンチオフに際して、ジョーの一方の側にある凸部は、それと適合
する、該ジョーのその向かい合う側にある凹部で加圧される。
【００７３】
　チューブの製造の他に、別の包装形の製造も可能である。ここで、例えば、得られたチ
ューブ材料を、長手方向継ぎ目に対して横方向の追加の溶着によって接合して横側に開い
たバッグとすることによって（平）袋が製造できる。前記の袋を充填し、引き続き第二の
横方向溶着によって閉じることができる。
【００７４】
　バッグの場合には、これらは、あらゆる当業者に公知の様式に従って製造することがで
きる。例えば、丸底袋は、円板形の複合シート片を、円筒形のチューブ断片に溶着させる
ことによって得られる。これらの袋は、第二の横方向溶着によって閉じることができる。
【００７５】
　同様に、得られたバッグ又はサック（Ｓａｃｋ）が弁を備えている実施形態が可能であ
る。更なる実施形態においては、前記サックは、ガス、特に不活性ガス、例えば窒素又は
アルゴンを含む。更なる一実施形態においては、該包装材中で低圧が保たれている。
【００７６】
　溶着は、特に超音波溶着によって行われる。超音波溶着では、一般に、結合されるべき
表面だけが加熱される。該シートの全厚さは、一般に加熱されない。超音波溶着において
は、１６ｋＨｚを上回る周波数を有する超音波が超音波発生器において発生され、超音波
変換器において機械的な振動に変換され、機械的にソノトロードに導かれる。ソノトロー
ドは、共鳴で振動し、その対向部品、つまりアンビル上に存在する溶着すべき工作物に対
して周期的に動く。前記工作物において、ソノトロードから与えられた力学的エネルギー
は内部摩擦に変換され、熱に変わる。その際、接合されるべき工作物は加熱され、それら
の材料は溶着される。本発明の範囲において、特に、固定されたソノトロード又は回転す
るソノトロードによる超音波溶着のための方法が考慮される。アンビルは、同様に、回転
する構成又は固定した構成であってもよい。固定した実施形態では、ソノトロード及び／
又はアンビルは、ビーム材（Ｂａｌｋｅｎ）の形を有してよい。
【００７７】
　一般に、離型剤及び潤滑剤としてシリコーンが使用される。当業者は、前記の包装シー
ト上のシリコーンは、同様に、離型作用を有し、溶着を妨げると予想する。しかしながら
、驚くべきことに、表面上にシリコーンが存在するにもかかわらず溶着継ぎ目が生ずるこ
とが判明した。これらの溶着継ぎ目は、驚くべきことに、高圧に耐えるのにも適している
。
【００７８】
　超音波溶着には、多くのパラメータが、特に選択される超音波出力が関与している。
【００７９】
　例えば、ソノトロードの超音波出力は、本発明による方法では回転するソノトロードを
使用する場合には、好ましくは１Ｗ～１０００Ｗ、特に好ましくは５Ｗ～１００Ｗ、殊に
好ましくは８Ｗ～５０Ｗである。本発明による方法においては、超音波の周波数は、好ま
しくは１６ｋＨｚを上回り１００ｋＨｚ未満、特に好ましくは１６ｋＨｚ～４０ｋＨｚで
ある。
【００８０】
　振幅、すなわちソノトロードの最大の空間的な振れは、本発明による方法では、２μｍ
～１００μｍ、好ましくは１０～３０μｍである。
【００８１】
　溶着の過程で、ソノトロード及びアンビルは、その自重によって、追加荷重によって、
液圧式にもしくは空気式にもしくはモータ駆動式に互いに向き合って押圧されてよい。好
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ましい本発明による一実施形態においては、ソノトロード及びアンビルは、加圧により互
いに向き合って押圧される。この圧力は、１０ｇ～５０ｋｇの重さ、好ましくは１００ｇ
～１０ｋｇの重さ、殊に好ましくは２００ｇ～２ｋｇの重さに相当する。
【００８２】
　溶着の送り速度は、連続的方法においては、０．１ｍ／分～３０ｍ／分、好ましくは０
．５ｍ／分～１０ｍ／分、殊に好ましくは１ｍ／分～５ｍ／分である。
【００８３】
　ソノトロード及び／又はアンビルホイール（Ａｍｂｏｓｓｒａｄ）の形状に関しては、
基本的に何ら制限はない。以下に、"ホイール"とは、ソノトロードホイール（Ｓｏｎｏｔ
ｒｏｄｅｎｒａｄ）及び／又はアンビルホイールを意味する。
【００８４】
　該ホイールは、一実施形態においては、平坦であるか、もしくは組み込まれた構造を伴
って平坦であるか、又は湾曲しているか、もしくは角張っていてよい。平坦なホイールの
場合には、これは、ソノトロードもしくはアンビルに対して平面で押圧する。それは、溶
着面をもたらす。構造を備えた平坦なホイールの場合に、ホイール面上に凸部又は凹部が
存在する。これらは、線形の溝として構成されているか、又は平坦な凸部の形で構成され
ていてよい。線形の溝は、ホイール直径に平行に又はホイール軸に平行に又はあらゆる角
度で施されていてよく、それらは交差してもよく、又は部分的に途切れていてもよい。
【００８５】
　ソノトロード及び／又はアンビルの実施形態がビーム材である場合に、これらは、平坦
であるか、もしくは組み込まれた構造を伴って平坦であるか、又は湾曲しているか、もし
くは角張っていてよい。平坦なアンビルの場合には、これは、ソノトロードもしくはアン
ビルに対して平面で押圧する。それは、１つの溶着面をもたらす。構造を備えた平坦なア
ンビル又はソノトロードの場合には、それらの表面上に凸部又は凹部が存在する。これら
は、線形の溝として構成されているか、又は平坦な凸部の形で構成されていてよい。線形
の溝は、ビーム材長軸に平行に又はビーム材長軸に垂直に又はあらゆる角度で施されてい
てよく、それらは交差してもよく、又は部分的に途切れていてもよい。
【００８６】
　図１は、種々の線形の溝及び平面の凸部を有する、平面のソノトロードホイール及び／
又はアンビルホイールのもしくは固定したソノトロードビーム材及び／又はアンビルビー
ム材の構造化のための例と、ソノトロードホイール及び／又はアンビルホイールの側面か
らの種々の形状のための例を示している：
線形の溝：
　Ａ）ホイール軸に対して任意の角度で、
　Ｂ）交差して、
　Ｃ）ホイール軸に対して平行に、
　Ｄ）部分的に途切れている。
　Ｅ）平面の凸部で、
　Ｆ）湾曲したホイール、
　Ｇ）軸平行と軸垂直の対称軸を有する角張ったホイール、
　Ｈ）軸平行な対称軸を有する角張ったホイール、
　Ｉ）軸垂直方向に対して２つの異なる角度で角張ったホイール。
【００８７】
　ビーム状のソノトロードもしくはアンビルの場合に、相応の形状は、Ｆ′）～Ｉ′）に
示される横断面で得られる。
【００８８】
　円板形の固定したアンビルを有する固定したソノトロードの場合に、Ｆ）～Ｉ）に示さ
れる横断面のような相応の形状が得られる。
【００８９】
　好ましい一実施形態においては、アンビルホイールは、平面溶着に適した図１の加工物
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、例Ａ）～Ｄ）に相当する。該ホイールの好ましい幅は、１ｍｍ～１０ｍｍ、特に好まし
くは１ｍｍ～５ｍｍである。好ましくは、該ホイールは、線形の溝からなるパターンを有
する。当業者は、むしろ、平面の溶着は、特に耐久力のある溶着をもたらすと予想するか
、あるいはより幅広いローラが耐久力のある溶着に導くと予想する。
【００９０】
　連続的な製造方法においては、耐久性があり持続的な溶着継ぎ目の製造だけが該当して
いない。また、包装のためには、その包装の縁部は寸法通りにかつ同一平面で仕上げられ
ることが重要である。特に、１つのローラから包装シートをほどくプロセス工程と、包装
シートの両方の長辺の重ね合わせに際して生じうる軌道誘導の誤差よって、しかしながら
、該包装シートの両方の長辺の重なりのずれの可能性はある。更に、溶着継ぎ目とシート
長辺との間のシート領域は、溶着の安定性に必要とされず、光学的な理由からできる限り
回避すべきである。従って、かかる突出部を取り除くことが好ましい。当業者には、加工
物によって、特に超音波切断によって分離できる、いわゆる切断ホイール（Ｓｃｈｅｉｄ
ｒａｄ）は公知である。このようにして、シートの突出部は簡単に切除することができる
。
【００９１】
　驚くべきことに、図１の例Ｇ）～Ｉ）の角張ったアンビルホイールに相当する切断ホイ
ールが、シリコーンで被覆された複合シートの溶着にも適していることが判明した。それ
は、第一の点においては、当業者には、シリコーンコーティングが離型作用を有すると知
られていること、そして第二の点においては、切断ホイールは、平面に溶着するアンビル
ホイールに対して、材料の分離のために想定され材料の接合のためには想定されていない
非常に僅かな載置面しか有さないことから驚くべきことである。
【００９２】
　更に、複数の、また種々のソノトロードホイール及び／又はアンビルホイールの組合せ
も可能である。ここで、例えば線形の溝Ｊ）を有するアンビルホイールと、軸平行な対称
軸を有する角張ったホイールとを組み合わせて構造Ｋ）としてよい（図２を参照）。
【００９３】
　驚くべきことに、殊に好ましい一実施形態においては、Ａ）～Ｅ）から選択されるアン
ビルホイールの使用を省くことができ、例のＧ）、Ｈ）又はＩ）から選択されるホイール
だけが耐久性の溶着をもたらすことが判明した。
【００９４】
　横方向溶着の場合に、例のＧ）によるホイールの使用が特に好ましく、その際、角度１
と角度２とが同一であることが特に好ましい（図３の角度の定義を参照）。
【００９５】
　ソノトロードホイールとアンビルホイールの直径は、特に５ｍｍ～１００ｍｍである。
【００９６】
　本発明による方法の更なる好ましい一実施形態においては、ビーム状のソノトロードが
使用される。ソノトロードの幅は、好ましくは５０ｍｍ～１０００ｍｍ、特に好ましくは
１００ｍｍ～５００ｍｍである。ソノトロードの高さは、０．０１ｍｍ～５０ｍｍ、殊に
好ましくは１０ｍｍ～２００ｍｍである。ビーム材ソノトロード及びビーム状のアンビル
の構造は、平面の溶着に際しては図１のＡ）～Ｅ）に相当する。特定の一実施形態におい
ては、図１のＦ′）～Ｉ′）のようなビーム材ソノトロードは、線形の溶着継ぎ目を生成
する。このソノトロードの幅は、好ましくは５０ｍｍ～１０００ｍｍ、特に好ましくは１
００ｍｍ～５００ｍｍである。図１のＦ′）の横断面の場合に、湾曲半径は、０．０１ｍ
ｍ～１ｍｍである。図１のＧ′）～Ｉ′）の横断面の角度は、１０°～８０°、好ましく
は２０°～７０°である。特に好ましくは、そのように線形のソノトロードを用いて、本
発明による構成の２つのシートの間に溶着を作成でき、同時に本発明による構成のシート
は、継ぎ目箇所の前方と後方で分離することができる。
【００９７】
　当業者は、むしろ、そのように線形の溶着は、耐久性の溶着をもたらさず、あるいは同
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時に耐久性の溶着は得られず、かつ同時に張り出したシートが分離されないことを予想す
るものである。
【００９８】
　ビーム状のソノトロードの超音波出力は、本発明による方法においては、好ましくは１
Ｗ～５０００Ｗ、特に好ましくは１００Ｗ～３０００Ｗ、殊に好ましくは５００Ｗ～２５
００Ｗである。本発明による方法においては、超音波の周波数は、好ましくは１６ｋＨｚ
を上回り１００ｋＨｚ未満、特に好ましくは１６ｋＨｚ～４０ｋＨｚである。
【００９９】
　振幅、すなわちソノトロードの最大の空間的な振れは、本発明による方法では、２μｍ
～１００μｍ、好ましくは１０～３０μｍである。
【０１００】
　更なる説明をしなくても、当業者は、上述の記載内容を最も広い範囲で利用できること
から出発する。好ましい実施形態及び例は、それゆえ、単に説明的に解釈されるべきであ
って、決して何ら制限する開示として解されるべきではない。以下に、本発明を、実施例
をもとに詳細に説明する。本発明の択一的な実施形態は、同様にして取得される。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】図１は、種々の線形の溝及び平面の凸部を有する、平面のソノトロードホイール
及び／又はアンビルホイールのもしくは固定したソノトロードビーム材及び／又はアンビ
ルビーム材の構造化のための例と、ソノトロードホイール及び／又はアンビルホイールの
側面からの種々の形状のための例を示している（線形の溝：　Ａ）ホイール軸に対して任
意の角度で、　Ｂ）交差して、　Ｃ）ホイール軸に対して平行に、　Ｄ）部分的に途切れ
ている。　Ｅ）平面の凸部で、　Ｆ）湾曲したホイール、　Ｇ）軸平行と軸垂直の対称軸
を有する角張ったホイール、　Ｈ）軸平行な対称軸を有する角張ったホイール、　Ｉ）軸
垂直方向に対して２つの異なる角度で角張ったホイール）。
【図２】図２は、線形の溝Ｊ）を有するアンビルホイールと、軸平行な対称軸を有する角
張ったホイールとを組み合わせて構造Ｋ）とすることを示している。
【図３】図３は、角度の定義を示している。
【実施例】
【０１０２】
　実施例１：
　シリコーンでコーティングされたＰＰ（７０μｍ）／アルミニウム（９μｍ）／ＰＰ（
７０μｍ）複合シートからなる複合シートを溶着させた。シリコーン層は、９質量％のＴ
ＥＧＯ ＲＣ３５１と、８９質量％のＴＥＧＯ ＲＣ７０２と、２質量％のＴＥＧＯ光開始
剤Ａ１８とからなる混合物から製造した。該コーティングの厚さは、約１ｇ／ｍ2であっ
た。その複合シートを、シリコーンの側とシリコーンの側とが重なり合うようにその上に
折り返した。この領域に、超音波溶着継ぎ目を施した。
【０１０３】
　直径６５ｍｍ、角度１＝１５°、角度２＝７５°（図３による定義を参照）を有する角
張ったアンビルホイールを使用した。
【０１０４】
　溶着パラメータ：出力＝２５Ｗ、圧力は１．２ｋｇの重さに相当する、周波数＝２０ｋ
Ｈｚ、振幅１０μｍ～２５μｍ、送り速度は、２ｍ／分である。
【０１０５】
　本発明による方法に重要なことは、圧力負荷下でも裂けない耐久性の溶着継ぎ目である
。
【０１０６】
　そのために、圧力試験において、該シートを、リング状のホルダに密に張り、０．８バ
ールの圧力をかけた。これは、内側からの溶着継ぎ目の剪断応力をもたらす。溶着継ぎ目
もシートもその圧力に耐える。圧力を１バールにまで更に高めた場合に、溶着継ぎ目は依
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然として損傷ないままであるが、複合シートは伸び始める。
【０１０７】
　更に、引張力を、溶着されていない複合シートでも、溶着された２枚の前記複合シート
でも、引張試験機によって、方法ＤＩＮ ＥＮ ＩＳＯ ５２７－３に準拠して測定した。
両方の場合に、６０Ｎ／インチの引張力が得られる。
【０１０８】
　実施例２：
　シリコーンでコーティングされたＰＰ（７０μｍ）／アルミニウム（９μｍ）／ＰＰ（
７０μｍ）複合シートからなる複合シートを溶着させた。シリコーン層は、９質量％のＴ
ＥＧＯ ＲＣ３５１と、８９質量％のＴＥＧＯ ＲＣ７０２と、２質量％のＴＥＧＯ光開始
剤Ａ１８とからなる混合物から製造した。その複合シートを、シリコーンの側とシリコー
ンの側とが重なり合うようにその上に折り返した。この領域に、超音波溶着継ぎ目を施し
た。
【０１０９】
　ビーム状の２５０ｍｍ幅の、ワッフル構造を有するソノトロードを、超音波溶着装置Ｈ
Ｓ ｄｉａｌｏｇ ４０００において、Ｈｅｒｍａｎｎ Ｕｌｔｒａｓｃｈａｌｌ社のアン
ビルを用いて、２０ｋＨｚで駆動させた。振動方向でのソノトロードの振れは、２１μｍ
であり、溶着時間は、１５００Ｗの出力で押圧力６バールで２５０ｍｓであった。その際
、継ぎ目には３２０Ｊのエネルギーが導入された。
【０１１０】
　シール性試験：
　予め完成されたバッグを、着色された水で充填した。その水は、継ぎ目中に又は継ぎ目
を通して通過せず、従って得られた継ぎ目は、液体に対して漏出シール性（ａｕｓｌａｕ
ｆｄｉｃｈｔ）であった。意図的に一緒に閉じ込められた気泡は、手動で絞り出せなかっ
た。それらのバックは、分離しない。
【０１１１】
　充填試験：
　第二の試験においては、得られたバッグを１６０℃の高温のＶｅｓｔｏｐｌａｓｔ（登
録商標）２０６（Ｅｖｏｎｉｋ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ ＡＧ社のシラン変性されたポリオ
レフィン）で充填し、閉じた（上記に示したような超音波溶着）。継ぎ目は、密に留まっ
て溶けなかった。そのバッグは、溶融物の冷却後に残分なくポリオレフィンから取り外す
ことができた。充填したバッグの１年間の貯蔵期間後に、空気又は湿分による汚染は確認
できなかった（ポリマーの架橋なし）。意図的に一緒に閉じ込められた気泡は、手動で絞
り出すことができず、継ぎ目はまた貯蔵時にも安定である。
【０１１２】
　実施例３：
　実施例２のシートを使用した。その複合シートを、シリコーンの側とシリコーンの側と
が重なり合うようにその上に折り返した。この領域に、超音波溶着継ぎ目を施した。図１
のＧ′からの、１２０°の角度を有するビーム状の切断アンビルを使用し、それを５バー
ルで押圧した。溶着時間は、２０００Ｗで２３０ｍｓであり、その際、３６０Ｊのエネル
ギーが溶着継ぎ目に導入された。同時に、該継ぎ目から張り出したシートを継ぎ目から取
り除く。
【０１１３】
　シール性試験：
　予め完成されたバッグを、着色された水で充填した。その水は、継ぎ目中に又は継ぎ目
を通して通過せず、従って得られた継ぎ目は、液体に対して漏出シール性であった。意図
的に一緒に閉じ込められた気泡は、手動で絞り出せなかった。それらのバックは、分離し
ない。
【０１１４】
　充填試験：
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　第二の試験においては、得られたバッグを１６０℃の高温のＶｅｓｔｏｐｌａｓｔ（登
録商標）２０６（Ｅｖｏｎｉｋ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ ＡＧ社のシラン変性されたポリオ
レフィン）で充填し、閉じた（上記に示したような超音波溶着）。継ぎ目は、密に留まっ
て溶けなかった。そのバッグは、溶融物の冷却後に残分なくポリオレフィンから取り外す
ことができた。充填したバッグの１年間の貯蔵期間後に、空気又は湿分による汚染は確認
できなかった（ポリマーの架橋なし）。意図的に一緒に閉じ込められた気泡は、手動で絞
り出すことができず、継ぎ目はまた貯蔵時にも安定である。それらのバックは、分離しな
い。
【０１１５】
　実施例４
　実施例２のシートを使用した。該コーティングの厚さは、約０．５ｇ／ｍ2であった。
その複合シートを、シリコーンの側とシリコーンの側とが重なり合うようにその上に折り
返した。この領域に、超音波溶着継ぎ目を施した。
【０１１６】
　図１のＧからの、１２０°の角度を有する直径２．５ｍｍの円板形の切断アンビルを使
用し、それを５バールで押圧した。
【０１１７】
　ソノトロードは、３５ｋＨｚの発生器で６００Ｗで駆動させた。
【０１１８】
　同時に、該継ぎ目から張り出したシートを継ぎ目から取り除く。
【０１１９】
　シール性試験：
　予め完成されたバッグを、着色された水で充填した。その水は、継ぎ目中に又は継ぎ目
を通して通過せず、従って得られた継ぎ目は、液体に対して漏出シール性であった。意図
的に一緒に閉じ込められた気泡は、手動で絞り出せなかった。
【０１２０】
　充填試験：
　第二の試験においては、得られたバッグを１６０℃の高温のＶｅｓｔｏｐｌａｓｔ（登
録商標）２０６（Ｅｖｏｎｉｋ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ ＡＧ社のシラン変性されたポリオ
レフィン）で充填し、閉じた（上記に示したような超音波溶着）。継ぎ目は、密に留まっ
て溶けなかった。そのバッグは、溶融物の冷却後に残分なくポリオレフィンから取り外す
ことができた。充填したバッグの１年間の貯蔵期間後に、空気又は湿分による汚染は確認
できなかった（ポリマーの架橋なし）。意図的に一緒に閉じ込められた気泡は、手動で絞
り出すことができず、継ぎ目はまた貯蔵時にも安定である。
【０１２１】
　実施例５
　実施例２のシートを使用した。該コーティングの厚さは、約０．５ｇ／ｍ2であった。
その複合シートを、シリコーンの側とシリコーンの側とが重なり合うようにその上に折り
返した。この領域に、超音波溶着継ぎ目を施した。
【０１２２】
　図１のＢ）からの高さ５ｍｍ及び幅２５０ｍｍの、ワッフル構造を有する平面形のビー
ム材ソノトロードを使用した。
【０１２３】
　該ソノトロードは、２０ｋＨｚの発生器で２１００Ｗで５８０ｍｓにわたって駆動させ
、その際、７００Ｊのエネルギーが溶着継ぎ目に導入された。
【０１２４】
　シール性試験：
　予め完成されたバッグを、着色された水で充填した。その水は、継ぎ目中に又は継ぎ目
を通して通過せず、従って得られた継ぎ目は、液体に対して漏出シール性であった。意図
的に一緒に閉じ込められた気泡は、手動で絞り出せなかった。それらのバックは、分離し
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ない。
【０１２５】
　充填試験：
　第二の試験においては、得られたバッグを１６０℃の高温のＶｅｓｔｏｐｌａｓｔ（登
録商標）２０６（Ｅｖｏｎｉｋ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ ＡＧ社のシラン変性されたポリオ
レフィン）で充填し、閉じた（上記に示したような超音波溶着）。継ぎ目は、密に留まっ
て溶けなかった。そのバッグは、溶融物の冷却後に残分なくポリオレフィンから取り外す
ことができた。充填したバッグの１年間の貯蔵期間後に、空気又は湿分による汚染は確認
できなかった（ポリマーの架橋なし）。意図的に一緒に閉じ込められた気泡は、手動で絞
り出すことができず、継ぎ目はまた貯蔵時にも安定である。それらのバックは、分離しな
い。
【０１２６】
　実施例６：
　シリコーンでコーティングされた１４０μｍ厚のＰＰシートからなる複合シートを溶着
させた。シリコーン層は、９質量％のＴＥＧＯ ＲＣ３５１と、８９質量％のＴＥＧＯ Ｒ
Ｃ７０２と、２質量％のＴＥＧＯ光開始剤Ａ１８とからなる混合物から製造した。そのシ
ートを、シリコーンの側とシリコーンの側とが重なり合うようにその上に折り返した。こ
の領域に、超音波溶着継ぎ目を施した。ビーム状の２５０ｍｍ幅の、ワッフル構造を有す
るソノトロードを、超音波溶着装置ＨＳ ｄｉａｌｏｇ ４０００において、Ｈｅｒｍａｎ
ｎ Ｕｌｔｒａｓｃｈａｌｌ社のアンビルを用いて、２０ｋＨｚで駆動させた。振動方向
でのソノトロードの振れは、２１μｍであり、溶着時間は、１４００Ｗの出力で押圧力６
バールで２５０ｍｓであった。その際、継ぎ目には３１０Ｊのエネルギーが導入された。
【０１２７】
　シール性試験：
　予め完成されたバッグを、着色された水で充填した。その水は、継ぎ目中に又は継ぎ目
を通して通過せず、従って得られた継ぎ目は、液体に対して漏出シール性であった。意図
的に一緒に閉じ込められた気泡は、手動で絞り出せなかった。それらのバックは、分離し
ない。
【０１２８】
　充填試験：
　第二の試験においては、得られたバッグを１６０℃の高温のＶｅｓｔｏｐｌａｓｔ（登
録商標）２０６（Ｅｖｏｎｉｋ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ ＡＧ社のシラン変性されたポリオ
レフィン）で充填し、閉じた（上記に示したような超音波溶着）。継ぎ目は、密に留まっ
て溶けなかった。そのバッグは、溶融物の冷却後に残分なくポリオレフィンから取り外す
ことができた。
【０１２９】
　実施例７
　シリコーンでコーティングされた１００μｍ厚のＰＥシートからなる複合シートを溶着
させた。シリコーン層は、９質量％のＴＥＧＯ ＲＣ３５１と、８９質量％のＴＥＧＯ Ｒ
Ｃ７０２と、２質量％のＴＥＧＯ光開始剤Ａ１８とからなる混合物から製造した。そのシ
ートを、シリコーンの側とシリコーンの側とが重なり合うようにその上に折り返した。こ
の領域に、超音波溶着継ぎ目を施した。ビーム状の２５０ｍｍ幅の、ワッフル構造を有す
るソノトロードを、超音波溶着装置ＨＳ ｄｉａｌｏｇ ４０００において、Ｈｅｒｍａｎ
ｎ Ｕｌｔｒａｓｃｈａｌｌ社のアンビルを用いて、２０ｋＨｚで駆動させた。振動方向
でのソノトロードの振れは、２１μｍであり、溶着時間は、８５０Ｗの出力で押圧力６バ
ールで２５０ｍｓであった。その際、継ぎ目には２００Ｊのエネルギーが導入された。
【０１３０】
　シール性試験：
　予め完成されたバッグを、着色された水で充填した。その水は、継ぎ目中に又は継ぎ目
を通して通過せず、従って得られた継ぎ目は、液体に対して漏出シール性であった。意図
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的に一緒に閉じ込められた気泡は、手動で絞り出せなかった。それらのバックは、分離し
ない。
【０１３１】
　充填試験：
　第二の試験においては、得られたバッグを１１０℃の高温のＶｅｓｔｏｐｌａｓｔ（登
録商標）２０６（Ｅｖｏｎｉｋ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ ＡＧ社のシラン変性されたポリオ
レフィン）で充填し、閉じた（上記に示したような超音波溶着）。継ぎ目は、密に留まっ
て溶けなかった。そのバッグは、溶融物の冷却後に残分なくポリオレフィンから取り外す
ことができた。

【図１】 【図２】

【図３】
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